
 
 
 
 

 

 

 

 

県教委は「兵庫型学習システムの推進に係る実施要項」の中で「加配教員による教科担任に加え、学級担任間

の交換授業による教科担任を実施することを基本」としていますが、単学級や奇数学級で交換授業が難しい場合

などは「学級担任間の交換授業の代わりに、基礎定数で配置された教員等による指導など、地域や学校の実情に

応じた推進を可能」としています。また、どの教科で交換するかは各学校で判断できることや、交換授業なしで

も「ルール」に合致するときは必ずしも「交換授業」をしなくてもよいことも確認しています。 
 
 

 
 
 兵庫教組が県教委や県議会に署名を提出するなど、長年にわたって要求

してきた「中学校での 35 人学級」が国に先行して導入できることになりま

した。これまでの「少人数授業」加配を、「35人学級編制」加配として選択

できることになりました。しかし、35 人学級を選択した場合には授業コマ

数が増えるという問題があります。その解消には、国の責任で中学校にも

35 人学級を早期に実現させる取組が必要です。 
 
 
 
 

 県教委は「複式学級の指導体制（小学校）」のＱ＆Ａの中で「基礎定数を活用して複式学級を解消した場合、専

科教員が不在となるため、加配教員を専科教員として活用することが可能である」としています。県教委はこの

「基礎定数の活用」は複式学級解消のみならず、５・６学年の「４０人学級」の解消にも活用できることを明ら

かにしました。学校全体の専科枠が１つ減ることになりますが、新たに配置される教科担任加配も活用して５・

６年生での「３５人学級」ができないか検討していきましょう。   （裏面；小学校教科担任制の実施例）
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5・6 年４０人学級解消に基礎定数の「専科枠」を活用することも 

教科担と「交換授業」を基本とするが学校の実情に応じた推進可 

大きな一歩！中学校で１つの学年を上限に「３５人学級」可能に!! 



 表面；「すべての子ども達の可能性を引き出す『兵庫型学習システム』の推進」暫定版より 

   引用文…「令和 4年度 兵庫型学習システムの推進に係る実施要項」より 

裏面；「新学習システムあり方検討委員会 報告書」より 


